
議案第61号 

養父市公告式条例の一部を改正する条例の制定について 

養父市公告式条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成29年12月５日提出 

養父市長  広 瀬   栄   

 

養父市条例第 号 

養父市公告式条例の一部を改正する条例 

 養父市公告式条例（平成16年養父市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。 

別表を次のとおり改める。 

 養父市役所掲示場 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 61号 養父市公告式条例の一部を改正する条例新旧対照条文（下線の部分は改正部分） 
現       行 改   正   案 

別表（第２条関係） 

 養父市役所掲示場 

 養父市養父地域局掲示場 

 養父市大屋地域局掲示場 

 養父市関宮地域局掲示場 

別表（第２条関係） 

 養父市役所掲示場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


